
重要事項説明書

様
下記の不動産について、宅地建物取引業法第35条及び第35条の2の規定に括づき、次のとおり説明しよす。
この内容は重要ですから、十分理解されるようお願いします。

1. (I)窒地建物取引業者
免許証番号 神奈川県知＊ （3)第26620号 キ：たる事務所の 神奈川県横浜市西区粛,t;/,2-18-1
免許年月 H 平成29年12月5H 所在地 そごう横浜店鳴
商号又はク消 神奈川ロイヤル株式会社 電話番サ 045-277-2111 
代表者氏名 代表取締役木烏 寮 取引態様 ◎ 媒介 I 代理

登録番号・氏名 （神奈川）第111787号 遠藤樹夫 印
説明をする宅地建物取引十 業務に従亨する （商号） 神奈川ロイヤル株式会社 本店 TEL: 015-277-2111 

事務所 （所イ土地）神奈川県横浜巾西区白j品2-18--1 そごう横浜1,11•9階

供託
供托所に 宅地建物取引磁保証協会び） 公益社団法人不軌産保証協会
営業保証 名称・住所 東京都千代田区紀尾井町3番30号全H会館所等
金を供託 宅地建物取引業保証協会(/) 公益社団法人不動産保証協会神奈川県本部に関

する 宅地達物取 亨務）Jr・)ケ在地 神奈川県嬬浜市酉区北*lJFill溢15号 横浜STビル6階

説明 ◎ 引業保証協 弁済業務保証金の 東京法務局
会の社員 供託所・所在地 東京都千代田区九段南一丁目 1番15号 九段第2合同庁舎Lー・·~

(2)宅地建物取引業者

登録番g．氏名
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i l) 物件（／）女示

p/r(1•井l 沖糸川は潰洪rt,青!ti，，，柑9(/）木台47営地6り 名称 I ゲランペ 9 9ンキン

物 情澁 欽骨lが地卜？．晴地 1 17(板 1 ➔伍」ぶ I IりIi歌・-j,}'-i<I 2 隋性 陀 ",J、卓• • 
件

I紐年月 1平成と呼l.!月染間取 I l 種設 I ←,・,,,;ir,齢者lり1-""'び） 面精 IIt （限芯）
ばtl4住宅）

表
~9 1く 電市 東急田園都市線 藤が斤 駅
交通
バス 東急バス 5 分 （停留所名） 「もえぎ野交差点下」 停歩 4 分

神奈川県横浜市青葉区しらとり台1番地12
（所在） 月 （商号） 株式会社ターコイズ

貨貸』
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(2)登記箔に記載された事項（甲区）
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中 所有権にかかる 核当無し

区 権利に関する
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1 1. 当該建物が造成宅地防災区域内か否か

造成宅地防災区域内 ／ ◎ 造成宅地防災区域外

1 2. 呂区豆西が±砂楓固董冦区盈百 歪

士砂災害警戒区域内 ／ ◎ 土砂災害警戒区域外

1 3. 当該建物が津波災害警戒区域内か否か

I 津波災害警戒区域内 I ◎ 津波災再筈戒区域外

I 4.契約の種類及び期間

種類 ◎普通貸貸借契約 定期借家契約

期 間 から まで （ 2年間）

1 5. 賃料及び賃料以外に夜受される金銭

貸料（月額） 円 敷金 (3か月） 円

共益費（月栢） 金20,000 円
牛活市援サ、ピス費 金44,000円(!名）

円1!11111 （税込） 金77,000円 (2名）

借家人賠償保険 (2年間） 金I7,000 円
トンランクルーム

円（税別）

F] 円
，、こ
古如 9ー・＂する事項

人は協議のうえ、賃貸借契約を更新することができるものとします。よた、建物の賃貸借契約
は生活支援サービス（基本サ｀ービス）覚書・食事サービス提供契約苫も更新するものとしま

1 7.鮮約の予告

賃／昔人が甘貸人に対し解約を申し入れてから30Fl分の貨料及び状況把握 ・'l活相該サ←ービス料合（本契約の
解約後の貸料相当額及び状況把批•生活文i炉｝9- ビス料金相当額を含む）をH貸人に文払うことにより、解約
中人れのHから起捻して30IJを経過する Hまでの間随時に本喫約を解約することがで宍な以 I:

1 H．契約の解除

[ I lド記事ITIIこ該当したとぎは、古貸人は、貨供人に対し、相当の期間を比めて在務の履行を1樋告したにも
かかわらず、その期間内に義務が履行されないときは賃貸／昔契約を解除すろごレができますr』
1. 甘料の文払いを怠ったしレき，9
2. 共益菩0)文払いを怠・」／ことき u

： l. 状況把握•生砧相談サ・ービス料金の支払を怠ったと氏
4. 貨借人の故窯・過失により必要となった條油1：：要りる岱／rJの女払を怠ったときヘ
5.指定用途どおりに使用せず、又は指定用途以外の用途に供したとき。
6．その他、蘊物賃貸借契約書第9条に規定する賃借人の義務を怠ったとき

[II] 賃貸人は、貨僅人が年齢を偽って人店資格を有するとJ.~認させるな，J.;'0）、小 l卜の行為によ·って人開したと
きは、貸貸借快約を解除-1ることができtすl」

[III]と貸人又は貨借人(/)一方について、次のいずれかに核当した場合には、その相手方は、何らの催告も要
サずして、賃貸借契約を解除することができます。
(!)「22．反社会的勢力の排除」の第1項の確約に反する事英か判明したとさ n
(2)契約締結後に自ら又は役負が反社会的酌力に該当したとき。

[N]貨貸人1,t、貨｛昔人が「21．反社会的槃力の排除」の第2項各号に掲げる行為を行った場合は、何らの催告
も要サずして、賃貸借契約を解除することがで含ます。以ト

1 9．損害賠憤または違約金に関する事項

l．賃（昔人またはその朋係者が故意又ぱ過天により居室及び付属設備に汚祖｀碑損を与えた場合け、その修繕
等の有無にかかわらず、貨借人は賃貸人に直ちにその費用の相当額を支払わなければなりません。
2．貨借人またはその関係者が本物件に付加した造作設備等の設置、または管理の瑕疵により、賃貸人または
第三者に損害を与えたときは、賃借人はその一切の損害を有もに賠佑しなければなり上せん。以上

2 0．支払令又は禎かり金の保仝拮置の概要

言二置：ニカ［講ずる ―I ◎講じない
2 1．敷金の精籍に関する中項

貸抒人は、貨伯人K対し、対象介勁産の明渡後に敷・金を無利息で返還するものとします。
ただし、貨貸人は、対象不動産の明渡時に、貨料及び共益貨の滞納、原状回復貨用、
その他の賃借人のイ虹務の不履行が存在する場合、当該｛杖務の額を敷金から茶し引くものとします。以 1・

一



2 4. 管理事務
①管理の内容・実施方法

当社は、対象不動産に対し 0にチゴツクされている巣務を賃貸人から受託しています。
内 容

~ ~ 

尖施方法

■ 当月分オ•当 H0)3LI まで、浜銀ブ r イ十ンス株式会社より預貯金口序自動振替え
じより受領します，、

■貨料竿の受領1こ係るポ務
（日料梨合、送金栄務） 口当社保h•財産に係る口座とは別個の家賃等収納・保管専用 U座に振り込まれた

賃料等は、業務委託料等＃差引き、その残額を賃貸人に送合1、ます，、

・貨貸1廿契約の更新に係る事袴 ■ 賃貨併契約り）門新意思の確認を行いよ1c更新された湯合は、更新後の
（更新染務） 期間や可新後の貨料9)額写、賣お1以外げ9金銭び）控受吝につさ占由を父付しよすn

（井面借家紹約の場合）

口定期借家契約の再契約に係る事務

（再契約業務） I I賃貸人に、定期借家契約終了後における再契約の意思がある
場合、再契約手続きを行います。 （定期借家契約の場合）

■貨貸｛昔契約の終了に係る事務 ■退去時の債務の精算業務を行います。債務の額については、その
（退去精算業務）

算定基礎を記載した書面を交付します。

（ ） 

②貸料等の振り込み先

金融機関名 横浜銀行横浜駅前支店

口座の種類 普通

口座番号 6171:ll?. 

目座名森人 神奈川ロイヤル株式会社

2 5.刃象ィ；邸）沖の愴坦菜務を行う管坤業老
油り 神奈川ロイヤル株式会礼

中務所PJr(1地 神命／11侃横浜市西区嵩局2-181 イごう潰i仄9F

連絡先 宅話 I 010-277-2111 I rAX 045-277 21 12 

廿（番貸り1及1• 宅び竹年別11業日む） 登録吊乃 I ひ録年月μ 特記
入居者管坪

固七父辿人臣 (2)第656-ljj 平成29年 1月25R ＊瑣
而妙 骰1|• LJji）；人 かながわ 1•地建物1は全協会 市梁部 公H仕宅諜

事務連所絡所先在地 神奈川県横浜十中区且本大通 33 （県牛＇セ供給公社ビル内 7院）
電話 I 045-671-0571 I FAX 045-671-0904 

マンシ可：／箸唖逼正1ヒ祐によ 特記
る翌録ん号けていそ＇とさは 国 1交通kt:,_(3) 第030809号

事項
保全管理について

その登録番号



（3)皇：記箔に記載されたギ項（乙区）
・根抵当潅設定／平成26年12月26日受付 第35567号
極度額：金3億7,500万円 債務者．宮田庸根抵当権者：横浜信用金直

権 共同担保目録（ま）第6889号
利 所有権以外の 根抵当権変更／令和5年7月31日 第16839号極度額：金3億6,000万円
部 権利に関する ・根抵当権設定／平成26年12月26日受付 第35568号

乙 事項 極度額：金5億5,000万円 債務者：宜田庸根抵当権者・横浜信用金庫

区 共同担保目録（ふ）第2078号
根抵当権変更／令和5年7月31日 第16840片・ 極度額・金3億円

3.短期貨貸借保護制度の廃止について
対象不動産は ◎核当する I 該当しない
対象不動産に抵当権が設定登記されており、当該抵当権の実行により対象不動産が競売された場合におい
て、買受人から明渡しを求められたときは、 6ヶ月以内に対象不動産を明け渡さなければなりません。この
場合、賃貸人に預けた敷金（保証金）の精算を買受人に求めることはできません。また、継続して入居可能
な場合であっても、新たに貨貸借契約の締結、敷金の預託を求められる場合があります。以上

用途その他の利用の制限に関する事項

用途制限 1届住用に限る （入居人数） 名）
事務所使用 可 I ◎不可

利用の制限 ビアノ使用 可 I ◎不可

部分の制限に関する規1 ば嘉所有建；の場ふ） ◎不可

5．飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況

直ちに利用可能な施設 1 整備状沈・峙別負担他

ロヽ営＿ ＇メロ竺二十専阻＿

： ：｀芦号

百：―- ーロー

6形元：：；形：・ 1情ltgIJ:::t:：：）：： 評明）

ピアノ以外の楽器演奏を含わ

一時的に預かる場合も含みます

無

（備考）

1 基）一

ー ◎ 完成物件につぎ説明を省略します

｀．，＇→,．ヽ·ヽ— -,r~ コ＇｀

払令々 I 新住宅rhf.lT.II哨月発法 I I 新都市某盤悼備法 I I 流通業務市街地整備法
※建物の共｛甘権の設定・移転に関する制限（新住宅市街地開発法・新都巾不盤叩備法・泄油業務市街

制限 地招備法）はヵ，りまサんm 以上
0) 

概要

・ --

8.石綿使用調査の内容
石綿使用調杏結果の記録の有無 J 有 I ◎ 血

余白

石綿使用調査の内容

9.耐喪診断の丙容

昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建物に 該当する I ◎ 

耐震診断の有無 I 有 ／ 無

1 0 ̀..一，9一，，、 V ~”,,, 一ー、,.,4’’`- 9,名9Û  

建物状況調査の実施の有無 有 ◎無

余白

建物状況調査の結果の概要



2 2．反社会的勢力の排除
L 賃貸人及び貨借人は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(I)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若くはこれらに準ずる者又ぱその構成員（以下、
反社会的豹力という）ではないこと。

(2) 日らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう）が
反社会的勢力ではないこと。

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

(4) 自ら又は第で者を利用して、次の行為をしないこと。

ア）相手方に対する吾迫的な百動又は暴｝）を用いる行為

イ）偽目1又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

2. 賃借人は、対象不動産の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(I) 対象不動産を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。
(2) 対象不動産又は対象不動産の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い
させること。 以上

2 3. 生活支援サ・ービスの内容
生活文援サーピス提供者：株式会社ターコイズ

（基本サービス） （料金） （提供方法）
状況把握サービス 24時間365日職員が常駐し、緊急時対応、定期的に入居者の安
（安否確認サービス） 否確認をします。 （食堂の利用や居室への訪問などで確認）

生活相談サービス 日常生活でのお因りごと等、スタッフが受け賜わります。
フロントサー・ビス ］人 インフォメーションサービスや、各種取次ぎ・紹介、

金44,000円／月額 来訪者対応、宅急便・クリーニング代理受領等を行います。
（税込） （内容については別紙参照。）

緊急時対応サーt:'ス し人
各居土内¥C緊急通報ボクンを成11!1:し、突発的な事故や金1'1,000円1月粕

（税込） 急な体調不良廿令にすぐに駆け付けもt

健康相談サービス 状況に応じて提携医療機関や訪問看護ステーションからアド
バイスを受けることができます。
健康相餃は、受付時間内で承りますい (9: 00~17 : 00) 
（治療・処置でありません0)

上記以外の牛活支援サーピ人等（別途有料の選択サービ人）
（サ← P"ArT)種類） （提供苔） （サー・ピ＇ス内容）

費食雨事提供―サ--ー-・lfA 閂棚食］ 6昼58食円・夕食の予約制サービス (I食あたり）i主貸： 833円 夕貸： 965円（税込み） ― 
隅供時間 凹如： 30~8: 30届食i2: 00~13 : 00夕食lH: ()()~19: 00 
注文方法 -

ご注文は、 3日前の午前8時45分までとなりよす。

食事のキャンセル
（各自U刈記事オー・ダー表に記人のうえ、 ・フロントに提出して
申し込みます。）
こ＂家族もこ＂浙曾にお食亨をして頂 It七土
iこ吐文1よ、 3日HiμT)午甘i18時45分までご辿絡くださし、。）
支払い方法は、以下の2通りがあります。
①来客者の実費負担とし、フロントヘ支払う。
②賃借人の利用料金に加算して、賃借人に諸求する。

株式会社ラ・パスレル キャンセルをする場合、 3日前の午前8時45分までにラロント
にてキャンセルして頂ければ、費用の発生はございませんつ

上記の方法によるキャジセルがされない場合
（緊急入院等で食事を食べられなかった場合も含む）は、
食事の提供されたものとして、賃借人は利用料金を支払わな
ければなりません。

食事形態
お体の状態に応じ、お粥、刻み食、ミキサー等への変更も
行います。 （事前にフロントヘご相談ください。）

解約方法 貨借人は、食事提供サービスの解約の申し入れの日において
上記の「食事キャンセル」方法によりキャンセルできない
利用料金を賃貸人に支払うことにより即時に解約することが
できます。

オプションサーピス 株式会社ターコイズ 上記サービス以外で有料にて尿るサーピスもございます。
（内容については別紙参照）

生活支援サーピス職員体制
生活支援サービス職員
1サービス種類ごとに業務に係る人数 1 人数 委託先等
l虻 A・サ ピススタッフ l 1人 医療法人緑樹会
夜間体制 l常駐の ll項 無） 1人 医療法人年船ム

生活支援サービス利用者からの苦情に対応する窓口の状況
窓口の名称 サーピス付き晶齢者向け住宅 グランパーシモン
電話薔号

----- -----

045-530-,3817 
対応している時間 IO ; 0 0~I 2 : 0 0、I4 ; 0 0~I 7 ; 0 0 



2 6. その他重要な事項、特約事項

1共益費は共用部分の水西光熱費清掃費、建物維持竹理脊用です。

2サービス費は生活支援サービス・各種取次サービス・見守りサービス・緊急対応サー・ビスの対価です。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＂．．．．．．．＂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
賃借人が賃貸借期朗中に里度の要介護状態1.-なり、介護事炎所から受ける介禎サービスの生活支援では
自立した生活を継続することが困難な場合、または認知症になった場合、連帯保証人、身元保証人、賃
貸人と協議の上、貸室の賃貸借契約の解除を含めた適切な処置を講ずるものとする。賃貸人は次の手続
3きを行うものとする。 ①一定の観察期間をおくこと。②主治医および生活支援サービス提供者等の意
見を聞くこt。③契約解除の通舌について•定の予告期間をおくこと。④通告に先▽ち貨借人の意思を
確認することりなお、貨借人の意思を確認することが困難と認められる場合は、身元引受人の意思を聞
くものとしますリ
............................................................................................................................................................................................................................ 

4賃借人が介薄サ＿ピスを利用する場合は別途、貨他人が利用する介護事業所/:'-!約を締結するり．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
貸借人は、本物件に人居するにあたり1昔家人賠償保険に加入するも11）とする。また本契約を更新する場
｀ 合には当然に（古家人賠償保険も更新するものとする。
．．．．．．＂．＂．．．．．．．．＂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
6貨借人は、本契約が建物所有者より、株式会社ターコイズが1昔り受けた本物件が転貸されたものである
ことを承諾の上、契約を締結するものとする。

7建物所有者は、医療法人 緑樹会との原賃貸借契約が終rした時は、賃貸人の貨借人に対する転貸人と
しての地位を当然に承継するものとし、賃借人は、これを承諾ずるものとする。

”…·●..・．......・• 9・ •9＂……い· •・●• ●・・・・• •・●●．. ●.・.•・. •・.● •・●● ● 9・...●.・・・・・・・・・・・● ~．.・・・・・・・・・・．・・・•.● ~ 9 .~ ● ●..・．•・..●• •..・・・・・・・・・.● ● ● ●.・●.．.......・.・ ・ ・・●●●・ ・ ・ ・．● ・.・ ·・・•雪・·● .........•.•• ,........•… 
8 消費税等の税金が新たに課税あるいは増滅された場合は、税金が改止六れた月の生活支援サーヤス費・
遅延事務手数料など、当該税金の改正額に相当する金額は、自動的に改正されるものとしまず。

貸貸人及び貨借人1よ蛋禰天京対象元動旅石明け渡す際に、原状回復の内容及び方法にろぃt蕗議すぢも
9のとし賃貸人は貨借人より預託された敷金から原状回復費用を差し引いた金額を無利息にて返逗しま
丸
9,., .....................,. 9 • • 9 ・,.,,........................ 9 • 9 • • • • • • • • • • • .....·•・＂”.・ ・ ・ ・ ·•· ・ ・ ・ ・ …••..•9. ● •··•”·.•.....•, .・・．•＇..........●.....................・．．・．.,•●.................

10トランクルー・ムを完備しております。ご希望の際はフロントにて申し出てください。
5,500円～7,700円／月（税込み）

11本建物内（ハルコニし等の共用部も含れ）での喫坦It禁止とし、喫坪Jる届合は、賃貸人が指疋する所
定の喫煙場所のみとする，
............................................................................“............................................................................................................... 

12貨借人が利用する食事ザビスと有料オプシ」ンサービス料金の支払いは、毎月月木で締め、翌月 15日
までに賃貸人が貨借人に請求書を発行のうえ、当月の25nまでに貨借人が指定する銀行n座J．り 9|ぎ落
どしま七

茄出．；・外泊・ 1召宅及びご家族様笞め菜訪母＂る時間制限はありません。外面'..;'外泊蒔にi:i、安否確詑サー
13 巳人もあるt•め事前にフロント職Rへこ連絡をお願いし士ず， （おおよその出発·帰りの時間;•お伝えくださ
し、。）

~ 7. 報酬額

報酬額 金］UG, UUU i'J 本苔血｝もつて左の報酬額の支払いル承祐するものsI」:J。

報酬額に係る
金］0, 500円消費税額

総 額 金115,500円 印

表記の宅地建物取引士から取引士証の提示があり、本重要事項説明害を受領し本書についての

説明を受けました。

年月 日 住所

氏名（署名） 印＿
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登録事項についての説明（高齢者住まい法第17条関係）（参考様式J

年月日

登録事項等についての説明

貸主（甲）住所横浜市青葉区しらとり台1番地12

氏名株式会社ターコイズ 印

代理人 住所

氏名 印

サービス付き高齢者向けイギ宅への入居に係る梨約を締結するにあたり、高齢者の居件の安定確保に関す

第17条に基づき、以卜の事項について、井向を交付して説りlします。

l.サービス付き馬齢者向け住宅の名祐及び所在地

登録の区分 □ 新規 ■ 更新（従前の登録番号 ） 

（ふりがな） ぐらんぱーしもん
住宅の名称

........................................................................................................................................................................................................ 
グランパーシモン

所在地 （仕居表示）〒227-0048神奈川県横浜市青葉区柿の木台47番地6

利用交通手段
■ l電車東急 田園都市線 膵が丘 駅から℃スで5分降車後徒り4分

□ 2．その他（ ） 

仕宅に閑する
□ 1所有権 ■2貨倍権 □3.イ史川貸借に．Kる権利

権I東
期間平成 20[5年 4月 26日から 平成 2045年 4月 25日まで

施設に関する
□ 1．所有権 □2.賃借権 □3.使川貸借による権利

権原
期間平成 年 月 Hから 平成 年 月 日まで

敷地に関する
□ 1．所有怖 □2.地 l-杵 ■3賃借権 □4.使用貸借による権利

権原
期間平成 2015年 4月 26日から 平成ど045年 4月 25日まで

逗）住居表示が決まっていない場合］ごは、地名地番を記載すること。

2.サービス付き高齢者向け住宅串業を行う者

法人・個人の別 ■法人 口個人

商号、名称
（ふりがな）かぶしきがし、しゃた こいず....................................................................................................................................................................................... 

又は氏名 株式会社ターコイズ

住 所
（郵便番号 227-0054 ） 

（法人にあっては
神奈川県横浜市音葉区しらとり台1番12グリーングラスビル土たる事務所の所

在地）
電話番号 045-530-38!7

法人の役員 別添 1 のとおり

（ふりがな）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・............................................................................................................................................................... 
商号、名称又は氏名

住 Iりf （郵便番号 ） 
法走代理人 （法人にあってほ（未成年の偕人

主たる事務所のである湯合）
所在地） 電話番号

法人の役員 別添2のとおり



3.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の享務所

（ふりがな） ぐらんぱーしもん市務所の名称r::;:;・:.. :・:・:....... :・:・:・:.. :..........................................................................................................................,…,..................................... 
グランパーシモン

（郵便番号 227-0048

事務所の所在地I神奈川県横浜市青葉区柿の木台47番地6

電話番号 045-530-3817

4.サービス付き病齢者向け仕宅の戸数、規模並びに柑造及び設備

住宅戸数 登録申請対象戸数 18戸

届仕部分の （最小） 25.75 rr1 
規模

（最大） rrf 詳細については、別添 3のとおり45 

構造及び設備
共同利用設備 •あり nなし
構造 鉄骨 ‘迫牛 階数 地上2 階建

竣工の年月 2015 年 4月 30日

■登録基準に適合している
加齢対応溝造 ■エレベーターを備えている
等

●緊急通報故置を備えている

5. +)ーピス付き託齢者向け住宅の人居紹約、入居者資格及び入居開始時期（居住0)用に供する前である場合）

入居契約の別 ■賃貸借契約 □その他
終身賃貸事業
者0)半業の認 口法第52条の認可を受けている
n[ 

次の①又は②に該当する者である。

①単身高齢者仕帯

入居者の貸格． ②忘齢者＋同店者（配偶者／ 60歳以上の親族／要介護認定．又は要支援認定を受けていろ
60歳未満の親族／特別な押山により同届さ廿る必要があると知事が認める者）
（「尚齢者」とは、 60歳以上の者又は南介護諒定若しくぱ要支援認定を受けている60歳未満
の者をいう。）

※以下は、入居の用に供する前である場合に限り記入すること。

I入届関始時期I 仔 月 日から

注）入居開始年は、西暦で記入すること。



6.サービス付き南齢者向け住宅において提供される尚齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭

サービスの種類 提供形態 提供の対価（概算・月額）

状況把握

生活相談
■ 自ら 口委託 約 11,000 円

詳細についC面齢者生活支

援サービス
食事の提供 口自ら ■委託 口提供しない 約 73,680 円 は、

入浴等の介護 口自ら 口委託 ●提供しない 約 円 別添 4 

調理等の家事 口自ら 口委託 ■提供しない 約 円 のとおり。（税

込）
健康の維持増進 ■ 自ら 口黍託 口提供しない 約 〇 l'l 

その他 ■ 自ら 口委託 口提供しない 約 〇 円

家貨の概算額
（最低） 約 90,000 円

住戸ごとの内容は別添 3 のとおり
（最i!lil 約 160,000 円

共益費の概算額
（最低） 約 20,000 円

（最高） 約 20,000 円

敷金の概算額
（最低） 約 270,000 円

家賃の 3月分
（最高） 約 480,000 円

前払金※の有無 口あり ■なし
家賃等の前払

（最低） 約 円 （最高） 約 円金の概算額

家賃等の前払 家貨

金の算定の某

礎 サービス提供
の対価

返遠額の算定

方法

前払金の保全 口銀行による情務の保証 口信註会社等による元本補てん又は倍託

措置の内容 口保険事業者による保証保険 口その他（ ） 

特定施設入届 口指定を受けている 介誇保険中業所番号（ ） 
者生話介護事
史所 ■指、走を受けていない

地域密着型特
口指定を受けている 介護保険事業所番号（ ） 定施設入届者

生活介護事業 ■指定を受けていない
所

介護予防特定 口指定を受けている 介護保険事業所番号（ ） 
施設入居者生
活介護事業所 ■指定を受けていない
爽前払金とは、終身又は入居契約の期間にわたって受領すべき家賃等の全部又は一部をt括して受領する場合をい



7.サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等

管理の方式 D 自ら笞理 ■管理業務を委託
委託する業務
の内容 募集・管理業務
（契約事項）

管理業務の委託先

商号、名称 ．．（ふ．り．が．．．な．．．）．．．．．かながわろいやるかぶしきがいしゃ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

又は氏名 神奈川ロイヤル株式会社

住 所 （郵使番号 220-001 l ） 
（法人にあっては

神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜9階
主たる事務所の所
在地） 電話番号 045--277-2111

修繕計画

計画策定の
口あり ■なし有無

大規模修繕の
頃実施予定実施予定

その他計画的
な修幡予走



8.サービス付き高齢者向け住宅と併設される尚齢者居宅生活支援事業を行う施設（該当する場合のみ）

施設の名称 提供されるサービスの概要 事業所の場所

□同一の建築物内
□同一の敷地内
口隣接する土地

口同(/)牲築物内

□同一の敷地内
口隣接する土地

□同一の建築物内
□同fの敷地内
口隣接する土地

□同一の建築物内
口同—の敷地内

口隣接する十地

9．高齢者居宅生活支援事業を行う者とのi事携及び協力（該当する堀合のみ）

連携文は協力の相手万

事業所の名称 ・・・（・ふ・・・・・り・・が・・・・な・・・・）・・・・・・あ・・・・お・・・・・ば・・・・・せ・・・・・し・・・ヽ・・け・・・・・い・・・・げ・・・・・か••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
あおば整形外科

（郵便番号 227-0054 ） 

事薬所の所在地 神奈川県横浜市秤葉区しらとり台1-12グリーングラ人ビル

電話番号045-985-3602

辿携又は協力
呼形外科・リハビリナーション科・リウマチ科診療・居宅介漠女援市業・訪問リハピリテーション

の内容

連微又は協力の相f方

（ふりがな） ほうもんかんごすて一しょんりはおりびえ
事業所の名称 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• 

訪問看護ステーションリハ・オリピエ

（郵便番号 227-0044 ） 

事業所の所在地 神奈川県横浜市青莱区しらとり台1-12グリーングラスビル

電話番号045-979-0235

連携又は協力
訪問看護

の内容

連携又は協力の相手方

＝ 事棠所の名称 1•,......,……••…… ,..........................9 …•…••……,.....”....................".............................................,……....................................................

（郵便番号

事業所の所在地



三9連携又は協力の相手方
三．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”．...................................

（郵便番り

事業所の所在地

連携又は協力
の内容

連携又は協力の相丁方

（ふりがな）
ま業所の名稀f...: .. :.. :.. :...…,............ ".......................................................,…••,.............................,…••,.................................................................... 

（郵便番り

事業所の所在地

連携又は協力
の内容

10.登録の中精が基本力針（及び，酎齢者居住安定確保計画）に照らして適切なものである旨

基本方針及び市の高齢者居住安定確保計画に沿って適切に運営します＾

-------------------------------------------
上記につきまして、高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条に基づく書面による説明を受けました。

年 月
主

借

日

住所

氏名 印



I月Ij添 l| 
役員名簿

________________________________ ¥合慇寮!_______________________________ _ 

氏名 役名等

みやたたつき
::::.':··;;:·····"···································••····················1代表取締役
宮田樹

みやたれいこ
:.'_::.':·~_-;··;·····························································1取締役
宮田玲＋

みやたありさ・…・・…..............“・・・・・・・・・・・・・“・・・・・・・・・・・・…--・・・・・・・・・・……・・・1取締役
宮田有紗

法第6条第1項第3ぶこ該当する者を全て孟直しすること。記載しきれないときは、この様式の例により作成した
古面に記栽し、その苔面をこの書面の次に添付することm



［別添 2 

役員名簿

（ふりがな）
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

氏名 役名等

---------・・----------・--・・-・・・・・・・・-・-・・・-・・-・-------・・・-・・・・・------・--・・・ 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••······························ 

.......................................................................... 

--------------------------------------------------------------------------

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·································· 

.......................................................................... 

······································•··································· 

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

------------------------• ---• --・ ・ ・ ・ • ・ • ・ • ・ ・ • ・ • ・ • ------・ • ・ • • ・ • --• ・ • ・ • ----• -・ 

法第6条第1項第4号の役貝に該当する者を全て記載すること。記載しされないときは、この様式の例により作
成した書面に記載し、その昌而をこの書面の次に添付すること。



別添 3

住宅の規模並びに構造及び設備等

1.専用部分の規模亜びに構造及び設備等

住棟番号 専用部分の 構造及び設備※ 住戸数 住戸番号 月額家賃
床面積 完 便 洗 浴 台 収

（該当するものを全て記載）
（概算額）

("4'』¥9 備 所 oo 室 所 納 （戸） （円）

1 25.75 0 

゜゚゜゚゜
1 102 95,000 

--- ・ - - l 

1 25.75 

゜゚゜゚゜゚
3 202,211,212 90,000 

1 26 

゜゚゜゚゜゚
2 103,105 97,000 

-------- ．．  

1 26 0 

゜゚゜゚゜
5 i07,203,205,206,207 92,000 
--

1 26.25 

゜゚゜゚゜
。 1 208 92,000 

← ••一—--

1 29 

゜゚゜゚゜゚
1 101 105,000 

＇ 

1 29 

゜゚゜゚゜゚
1 201 100,000 

．・一・』― ... 

1 42 

゜゚゜
。
゜
。 2 108,110 145,000 

-

1 45 

゜゚゜゚゜゚
2 106,210 150,000 

~. .~. -- ---

~ ~ 

ー・ ・

--

ー・

-- --------- ------

--- , --

注1)住戸の規模並びに設備及び構造のタイプ別にまとめて記載すること。

注2)設備及び溝造襴の『完備』は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び収納の全てを備えるものを表す。

※有りの坦合は、 0、無しの場合はXを記載すること，完備の場合は、完備を含め全ての襴に0を記載すること n

2. 共同利用設備等

設備等 整備箇所数
合計床面積

整備箇所 想定利用戸数
備考(n f) （戸）

浴室

台所

食堂 1 65.85 平面図①のlFフロント前 1 8 

lF多槻能トイレ 1 4.5 lF食堂前 18 

lFトランクルーム 1 19.5 lF共用廊下 8 

2Fトランクルー」 1 5.87 2F共用廊下 10 

注）整備箇所は、添付図面との対応関係を明確に記載すること。



別添 4

1.状況把握及び生活相談サービスの内容

提供形態 ■サービス付き面齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

委

商号、名称
（ふりがな）

託 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

-J 又は氏名
る
場 （郵便薬号 ） 
合 住 所
の （法人にあって
委 は主たる事務
託 所の所在地）

電話番号先

■医療法人 ロ 指定居宅介護支援事業者

サービスを提供 n ;,—十今雄,し9 糾,J沖.r'K ̀  口 指定介護予防サーピス事栗者

する法人等の別 口指定居宅サービス事業者 D 指定介護了防支援事業者

口指定地域密着型サービス事業者 口 上記以外の法人等

口医師 人員 人 口 社会福祉士 人員 人

口看護師 人只 人 口 介護支援専門員 人員 人
サービスを提供

口准看護師 人員 人 ． 養成研修修r者 人員 6人する者の人数

■介護福祉土 人員 1人 ． 上記以外の職員 人員 1人

合 ~I 人R 8人

■同一の敷地内 〇隣接する＋地

常駐する場所
ロ近接する士地

（所存地 ） 

常駐すろ日 • 365日対応 □次の期間を除く（ ） 

常駐する時間
日中 8 時 :io分 ～ 17時 30分 人只 1人

上紀以外切9吟M 17 時 30分 ’ 8 時 :10分 人員 1人

食堂の利用や居室への訪問など
I 

毎日 1回以上の 毎H 同

状況把握サービ
ス1/）捉供方法 口入屈者からI呂住部分への肋問を希望する旨(/)申出があった島合は、当該居什部分への肋閲直接する

士地に常駐する場合のみ）

常駐する日

゜
時 0 分 ～ 24 時 0分

提供時間

緊急ス通の報内サ容ービ
上記以外の日 口 24時間

通報方法 緊急呼び出しコール

通報先 lF事務所またはスタッフ所持のPHS 1通報先から住宅までの到着予定時聞 l分

サービス提供の 月額 必"'、 44,000 m 9 』 ー即」炉＇証^ り^ヽ 昇^←r 止
対価（概算額） 前払金 約

゜
円 方法

備考 24時間365日当社の職員が常駐し、緊急時対応、定期的に人居者の安否確認の実施ならびに各種フロント
サービスの提供。（税込み）サービス提供の対価は、 2人入居の場合戸当たり約77000円（税込み）とします。



2.食事の提供サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ロサービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する ■委託する

商号、名称 ．．．．．（ふりがな）．．．．．．．かぶし幸がい．しゃ．、．．ら．・ばすれる．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
委 又は氏名 株式会社ラ・パスレル
託
す
住所

（郵便番号 224-0001 ） 
る （祐んにあって

神奈川県横浜市都筑区中｝iii-20-1サファーレ中；il2嗜E号室場 ,J:ttこる事毛苔
合
の

所0)所在地）
電話番り 045-507-8886

委 住所 （郵便番号 ） 

託
（法人にあって
は本棠落に係
先 る事業所の所
在地） 電話番号

食亨提供を行う場所 ■食堂 口各居住部分 口その他（ ） 

提供日 ■365日対応 □その他（ ） 

提供方法 内容 □ 3食 ■入居者が選択 口次の食事は提供しない（ ） 

調理等 ■厨房で調理 □配食サービスを利用 口その他（ ） 

月額※ 約 73,680 円 内訳 朝疫 658 
サービス提供(f‘)

円 昼食 833 円 夕食 965 Pl 

対価（概算額） 前払金 約

゜
円
前払金の算定
方法

備考 サービス提供の対iilli／ま消費税込みです。

※サービス提供の対価を月額で設定していない湯合は、 30日間利用した場合の金額を記載すろこど。



3.入浴、排せつ、食事等の介護サービスの内容（該当する場合のみ）

捉供形態 ロサービス付き品～齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）

·······································································"···············"'"'"·""""''"'"'""'"'"'"'"'"·"·"·"··"•·.................................................................................. 
委 又は氏名
託
す
住所

（郵便番号 ） 
ろ （法人にあって
場 はJ_．たる峯務
合 所の所在地） 電話番号
の

委 仕 所 （郵便番号 ） 

託 （法人にあって

先
は本業務に係
る事業所の所
在地） 電話番号

提供日 0 365H対応 □その他（ ） 

提供方法
内容

口人浴介護 口排せつ介護 〇食事介護

0 その他 （ ） 

サービス提供の 月額 約 円 前払金の算定
対価（概算額） 前払金 約 円 方法

儒名

4.調理、洗濯、掃除等の家軍サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ロサーピス付六高齢者向け1＋宅提供亨業者が目ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）
........................................,.....................,................................................................................................................................................................... 

姿 又は氏名
託

す
件所

（郵便番号 ） 
る （法人にあっc
場 Uキたろ＊務
合 所び9所在地）

屯話番号
の

委 住 所 （郵便番号 ） 

託 （は法本人業に務あにっ係て
先 る事業所の所
在地） 電話番号

茫供H □365日対応 □その他（ ） 

提供方法
内容

口調理 口洗濯 口掃除

□その他 （ ） 

サー,-` ス提供の 月額 約 円 前杜金の算宇
対価（概算額） 前払金 約 円 方法

備考



5.健康の維持増進サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サービス付き裔齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．，．．，．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．，．．．．．，．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

委 又は氏名
託
す
住所 （郵使番号 ） 

る （法人に吝，って
場 は主たる事務
合 所の所在地） 電話番号
の

委 什・ 所 （郵便番号 ） 

託 （法人にあっ又

先
は本業務1こ係
る事業所の所
在地） 電話番号

提供日 □365日対応 ■その他（次の期間をのぞく士・日・祝・夏季休暇・年末年始 ） 

提供方法
内容
■健康相談 口血圧等の測定 口定期検診 口通院等の付き蔀い

口その他 （ ） 

サービス提供の 月額 約

゜
円 前払金の算定

対価（概算額） 前払命： 約

゜
fリ 方法

備考 状況把採・牛括相談サービス費用に含みます＾要支援・妾介護の力は、訪間看護スチーシJンや通所介護施
設叶咄LJ契約し、介獲保険サービスのご利用も叶能です。

6.その他のサービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サービス付宍布齢者向け件宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

（ふりがな）
商号、名称．．．．....…,.....................................................................、,.....、.........................................,…••.....................................................................…,......

姿 又ば氏名
託
す
仲所

（郵便番号 ） 
る （法人1しlあっ文
場 は上たる享務
合 所の所仕地）

咀必番り
び）

委 住 所 （郵便番号 ） 
託 （は法本人業に務あにっ係て
先 る事業所の所
在地） 電話番号

提供日 ■365日対応 □その他（ ） 

提供方法
内容 7ロントでのインフォメーションサービスや、各種取次・紹介・米訪者対／心などのサービスを提供しま←

サービス提供の 月額 約 （） 円 前..私.今~~·• (n筒・•宇.― 
対価（概算額） 前払金 約

゜
円 方法

備考 送迎サービス660円／15分、応急時の家卓援助・応急時の通院付同行1320円／30分、食事配下膳・粗大ごみ
収集伐い物代釘・通販代行550円1回、服葉管理5,500日1月（各サーピス価格には消費税込みでず）



別紙

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホーム重要事項説明書

（「登録事項等についての説明」の補足）

作成日 令和6年7月 1日

「1サービス付き薔齢者向け住宅の名称及び所在地Jについて

開設年月日 平成28年 3月 1 H 

住宅の管理者氏名※1 柳下 茂

電話番号 IFAX番号 045-530-38]7/045-530-3827 
La・→ 

ホームページアドレス h1 tp://www RnhR. re 

※l 管理者を配置している場合に記人

「2．サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者」について

FAX番号 015-985-3603 

ホームページアドレス http://www.aoha.cc 

資本金（基本財南） 100万円

宅な出資者（出捐者）とその

金額又は比率※2
官出樹 100)j円 (100%)

設立年月日 令和 4 年 1 片 14 H 

且近の事業収支決算額※3 （収益） ・「円 （告用） 千円 （損仙） 千円

会~t監査人との契約 C 無）•fl ( ） 

他のヤな下棠 不動産管岬

※2 出資（出捐）額の多い順に上位3者の氏名又は名称拉びに各出賓（出捐）額又は比率を記入m

※3 原則として、収益は売J::志＋営業外収益、費用は売上原仙＋販売貸及び一般管理貨十営業外翡用、

損益は経常利益とする。

「3 サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所」について

FAX番号 1045-530-3827 

ホームページアドレス lhttp://www.aoba.cc 

「4．サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに樺造及び設備」について

：ニロ：こ要用途 1 :二．且二：構：心口］ム • その他

消防用設備禅

硝火器

自動火災報知設備

火災通報設備

スプリンクラー



防火管理者 違有

防災計画 筍・有

緊急通報装置等の種類及び設置箇所

ナースコール：居間、 トイレ、浴室に設置

緊急通報装屑等 共用部モニター確認

緊急連絡•安否確認 安否確認の方法・頻度衿

食堂利用時、居宅訪問等による

一日 1回以上

「5 サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期（居住の用に供す

る前である場合）」について

(1) 入居契約の状況等

身元引受人等の条件及び義務

等※4

生活保獲受給者の受入れ対応

事業者又は入居者が入居契約

を解除する場合の事由及び手

続等※5

'65歳以下の安定した収入がある者

®•可

第 II条 甲は、乙が次に掲げる義務に遠反した場合において、甲が相当の

期間と定め C当該競務の履行を催伯したにもかかわらず、その期間内に

当該接務が履行されないとさは、本契約を解除することがでぎる。

ー 第4条第 1項に規定する賃料支払義務

ー 第5条第 2頃に規走するJt枯貸支払義務

ー 第 7 条第 3 項に硯定する状況把握•生活相談サー・ビ••ス料金文払義務

四 前条第1填後段に規たずる贅用負担義務

2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、出が相当の期間

を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらす＼その期間内に当該

義務が履行されずに当該莞務達反により本契約を継続すろこどが困難で

あると認められるに至ったときは、本契約を解除することができるウ

ー 第3条に規定する本物件の使用目的遵守器務

二 第9条各項に規定する義務（同条第3項に規定する義務のうち、別

表第 1第六号から第八サまでに掲げる行為に係るものを除く。）

三 その他本契約書に規定する乙の義務

3 甲は、こが年齢を偽って入居資格を有すると族認させるなどの不正の

行為によって本物件に入居したときは、本契約を解除することができる。

4 甲又は乙の一方について｀次のいずれかに該当した垢合には、その相

手方は、何らの催告も要せずして、本要約を解除することができる。

ー 第8条各号の確約に反する事実が判明した場合

二 契約締結後に自ら又は自らの役員が反社会的酌力に該当するこどと

なった場合

5 甲は、乙が別表第 1第六号から第八号までに掲げる行為を行った場合

には、何らの催告も要せずして、本槃約を解除するこどができる。



（乙からの解約）

第 12条 乙は、甲に対して少なくとも 30日前1こ解約の申入れを行うこと

により、本契約を解約することができる，

2 sir項の規定にかかわらず、乙は、解約市入れのnから 30n分の貸料及

び状況把握•生活相談サービス料金（本喫約の解約後の賃料相当額及び

状況把握•生活相談サービス料金相当額を含む。）を甲に支払うことに

より、解約中入れの日から起算して 30日を経過する日までの間、随時に

本契約を解約することができる。

（契約の梢滅）

第 13条 本契約は、天災、地変、火災その他甲乙双方の責めに帰さない事

由により本物件が滅失した場合には、当然に消滅する。

（明渡し）

第 14条 乙は、本英約が終了する日までに（第 11条の規定に基づき本喫

約が解除された場合にあっては、直ちに）木物件を明け渡さなければな

らなし、0

2 乙は、前項の明渡しをナるときには、明渡し日を享前に甲に通知しな

ければならなし＼

（明施し時の原状同復）

第15条 乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損托を除き、本物件を原

状回復しなければならない

ど 甲及び乙は、本物件の明渡し時において、契約時に特約を定めた場合は

当該特約を含め，別表第5の規定に某づぎ乙が行う原状回復の内容及び

方法について協議するものとする。

（残置物の引取り等）

第16条 乙は、本契約が終了した場合においC乙が残置物と引さ取ること

ができない又は困難であると士に備えて、あらかじめ、当該残置物のら1

取人（以下この条においてf残憎物り1取人」というく，）を定めることが

できる。

2 残置物引取人に支障が生じた場合にあっては、乙は、甲に対し、直ち

にその旨を通知しなければならない。この場合においては、乙は、甲の

承認を得て、新たな残置物引取人を定めることができる。

3 第1項の規定により残置物引取人を走めた場合にあヽェては、甲iま、本

契約が終了した後遅滞なく、乙又は残置物引取人に本契約が終了した旨

を連絡するものとする。

4 乙又は残置物引取人は、本契約の終了から 1月を経過する日までに、

当該残置物を引き取らなければならない，9

5 甲は、乙又は残置物引取人が、本契約の終了から 1月を経過する日ま

でに当該残置物を引き取らない場合にあっては、当該残置物を乙又は残

置物引取人に引き渡すことができるものとする。この場合においては、

当該引渡しの費用を敷金から差し引くことができる。



6 甲は、甲の責めに帰すべき事由によらないで前項の残置物の引渡しを

なし得ない場合又は乙又は残屈物引取人が当該残腔物を受領しない場合

若しくは受領し得ない場合には、乙又は残置物引取人が当該残置物の所

有権を放棄したものとみなし、当該残置物を処分することができるもの

とする。この場合においては、当該処分の費用を敷金から差し引くこと

がでさる^

自宅等 0人

社会福祉施設 2人

退去先別の人数 医療機関 0人

退去 羹前
死亡者 1人

その他 0人

者 I 2人
の―
お

事業者側の申し出 （解約事由の例）サ晶住での生活が困難にな状け
況る ったため」

生前解約の状況
2人

入居者側の申し出 （解約事由の例）自セ度が下がったことで。

サ，紺住での生活が困難になったため。

体験人居の期間及び費用負担

硲寸

※4 入居契約書に身元引受人や後見人等の選任を定めている場合に記人

※5 入居要約の条項に沿って、解除の事由及び手続、予告期間、前払合の返還時期等を炉確に記入。

(2)入店状況等 （令和 6年 6月 1H現在）

， 性別 男性 5 人、女性 14人

自 立 3人

（内訳） 要介護1 8人

要介護2 3人

入居者内訳 介護の 要介護 9 人 要介護3 0人

要否別 要介護4 0人

要介護5 0人
•9,.9,•9 999 99 9 ー’』 9,•9,.9,.9,•9,•9,..9,•9 99 9』99 』，ー’ー＇’.．．，．．~ー’ ..,.-----,..,..,....9,.,.,.."m••9..,...,.9,..,•9,.m•9..9,.,..,..9,•9,..,.9,.,.,..9,.9,.9,.9,..,..,.9,.9,..,..,..,..,..,..,..,..,..,., 

要支援 6 人 ， 
（内訳） 要・もクヽ埠↓とへ 1 → 2人

要支援2 3人
.. 

平均年齢 84.5 歳（男性 84.8歳、女性 84.4歳）

沖）介護の要否別及び平均年齢については、入居者数が少ない等の状況により、佃人が特定されろ場合

には、プライバシー保護の観点から記入する必要はない。

「6．サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する

金銭」について

(1)運営に関すること



運営に関する方針 県の高齢者安定確保計画に沿って適切に運営します。

盆4時間 365日、当社の職員が常駐し、緊急時対応、定
サービスの提供内容に閑する特色 期的に入居者の安否確認の実施ならびに各種フロント

サービスを提供します＂

連．営懇談会の開催状況 ※6 

（開催回数、設置者の役職員を除く参

加者数、主な議題等）

※6 運営懇談会を設置している場合は記入

(2)苦情等の取り扱い

相談窓口：クランハーシモン事務所

責任者：柳下茂

苦情解決の体制（相談窓口、責任者、連
連絡先： 045-530-3817

横浜市苫情相談窓口
絡先、第二者機関の連絡先等）

横浜市健康福祉局高齢施設諜

015-671-4117 

市故発生時の対応（医療機関等との連
協）JP.:療機関1こ連絡し往診又は搬送する^

家族へは電話又はメールにて連絡し、都度状況を報告する
携、家族等への連絡方払・説明等）

字故発生の防止のための指針
ー無 ． 臼）

損‘,i,'賠倍（対応方針及び損害保険契約 淵水保障、昇降機危険、被害者治療費等、訴訟対応費Ill

の概要等） 、初期対応費用

サービスの提供に伴う事故等が発生し 無・R 有の場合の保険名（あいおいニッセイ同札

た場合の損害賠償保険等への加入 損害保険株式会社）

(3)医療

名 称 あおば整形外科

診療科目 整形外科
協力医療機関（又は嘱託医）

所在地 横浜市青葉区しらとり台1-12
の概要及び協力内容

距離及び所要時間 3Km 1 0分

協力内容 往診・送迎

名 称

協力歯科医療機関
所在地

距離及び所要時間

協力内容



入居者が医療を要する場合の

対応（入居者の意思確認、医かかりつけ医がいる場合はその医師の対応。いない場合は協力医

師の判断、医療機関の選定、 療機関による対応又は紹介状によるへ費用は入居者の直接医療機

費用負担、長期に入院する場関とのやり取り。

合の対応等）

(4)職員体制

ア 職種別の職貝数等 （令和年月 日現在）

常勤換裕後の 役屑位務覇員晨
備 考

職員数 (17時～塁91t)
（資格・委託等）人数 うち紅対応

（最少人数）

管理者 （ ） ／ ／ 
生活相談員 （ ） 

直接処遇職員 （ ） 

介護職員 （ ） 

看獲職員 （ ） 
L__L_...—-------- --•ー・― -

機能訓練指尊員 （ ） 

従業 理学療法—上 （ ） 

者の 作業療法十 （ ） 

内訳 その他 （ ） 

計血作成担当者 （ ） 
＇ 一ョ→

区師 （ ） 

栄養1: （ ） 

調理只 （ ） 
• 99, • --

事務職員 （ ） 

その他職且 （ ） 

合 計 （ ） 

介護に関わる職員体制 ※7 以上

注 1)職員数欄の（ ）内は、非常勤職員数で内数。

2)直接処遇職員は、要介護者及び要支援者に対して介護サービスを提供する職員と自立者に対して

一時的な介護その他日常生活上必要な援助を行う職員を合わせた数とし、また、常勤換算後の人数

において、自立者対応の人数を内数で記人',

なお、特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要

3)機能訓練指導員及び計画作成担当者が他の職務を兼務している場合は、職員数の人数に※印をつ

けるとともに、兼務している職名を備考欄に記入。

4)備考襴には、直接処遇職員や調理は等の委託、石護職員等の機能訓練指導員兼務、計画作成担当

老の介護支援専門員資格笞を記人。

5)状況把握等を行う職員を配置している場合は、生活相談員として記入

※7 特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要

イ 職員の状況



他の職務との兼務 I 1 あり 2 なし

1 あり
管理者

兼務に係る
資格等の名称

資格等

2 なし

石護職員 介護職只 生活相淡貝
機能訓練 計両作成
指導員 担当者

常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常

勤 勤 勤 勤 勤

前年度 1年間の
採用者数

前年度 1年間の
退職者数

応業 1年末満
じ務
た｛ 1年以上職―
員従事 3年末満

．~し·

の"‘vし 8年以r
数人た― 5年未満； 5年以卜10年未満

数
←-

に 10年以 I'.
＿へ

従業者の仙康鯰断の宙怖状祝 1 あり 2 なl,

ウ 要介護者・要支援者に対する直接処遇職員体制（特定施殷入居者牛活介漫等を提供しない場合は、

配入不要）
――疇→一

前々 仕度().)平均伯 前年度の中均値※11 今年度の平均1世※10

委文援者の人数

要介護者の人数

指定基準卜．の直接処遇職員の

人数※8

配置している直接処遇職員の

人数※9

要支援者・要介護者の

合計人数に対する配置

直接処遇職員の人数の割合

常勤換算方法の考え方※11 常勤職員の週勤務時間 時間で除して算出

介護職員早番 ～ 

日勤 ～ 
従業者の勤務体制の概妾

遅番 ～ 

夜勤 ～ 



※8 常勤換算後の人数。

看護職員早番

日勤

遅番

夜勤

※9 常勁換第後の人数。［1立者対応の人数を除くり

～ 

※10 今年度の平均値は、作成日の前月までの平均値とすること。

※11 「前年度の‘V均値」及び「常勤換算方法」等については指定居宅サーピス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準（平成 11年3月31日厚生省令第37号）等の規定によること

土 状況把握（安否確認）および生活相談サービスに係る職員の資格取得状況

社会福祉士 人（ 人） 医師 人（ 人）

介護福祉 I: 1人（ 人） 看護師 人（ 人）

介護支援専門員 人（ 人） 准看護師 人（ 人）

介護職員実務者研修修了者 人（ 人） 資格なし 1人（ 人）

介護職員初任者研修修了者 6人（ 人』、／ 

汁 1)貸格を複数持っている職員がいろ場合は、社会福祉t:、介護福祉十の順に傷先して記入する。

他の資格を持っている職員を（ ）に外数で記人するしj

注2)介護職員基礎研修及び各ホームヘルパー研修修了者は、介護職員初任者研修に含めて記人する。

(5)登録事項の情報閲示

重要事項説明書の公開
1公開（閲覧． C少交付） 2 非公開

入届希望者等 入居契約書の公開 1公開（閲覧．隻）交付） 2 非公開

への 管理規程の公関 1公開（閲覧．写し交付） C)井公閉
情報開示

財務諸表の公開 1公開（閲覧．写し交付） し非公開

専業収支計画の公開 1公閣（閲覧．写し交付） に非公開



(6)その他

横浜市サービス付
ぎ閉齢者向け住宅

整備運営指導指針

に適合していない

事項 ※12 

＜適合していない事項がある場合の内容＞

※12 市の指針上適合していない事項について、指針の9~13に該当する運営面に関するごとを記述
すること。
なお、代替措置及び改善計画等は、別紙で明記することでも可

●特定施設入居者生活介護に関する事項（該当する場合のみ）

(1)介護を行う場所等

要介護時（認知症を含む）に

介護を行う場所

(2) f+み稗えろ垢合の条件筈

人 届室から 時介顆宰へ移

を居 ろ場合（判断甚準・千続、追

住後 加費用の要否、居室利用権

みに の取扱い節）

杵居

え室 従前の居室から別の店玉

る又 ヘ住み朴える場合（同上）

場は --- -----

合施 提携ホームヘ仕み替える
全奴し
場合（同上）

l 
~ ~ 



(3)介護保険に係る利用料

0特定施設人居者生活介護 (1か月 30日の例）

区分 月 額
利用者負担額

(1割の場合／2割の場合）

要介護 1 円 円／ 円

要介翡2 円 円／ 円

要介護3 円 | T」/ l'J 
要介護4 円 円／ 円

要介護5 且j 円 l 円

0各種加算の状況
個別機能訓練加算 （無・有）

夜間看護体制）JU算 （無・有）

医療機関連携加算 （無・有）

看取り介護加算 （無・有）

認知症専門ケア加算 （無・有）
(I) 

(II) 
(I)イ

介護保険に係る利用料
サービス捷供体制強化加算 （無・有）

(I) ロ

（適用を受ける場合は、 (II) 

市区町村から交付され
(m) 

I 
る「介獲保険負担占lj合証

介護職員処遇改善加算 （無・有）
II 

」に記載された利用者負 III 

担の割合に応じた額）※ w 

13 0介護f防特定施設入居者生活介護 (1か月 30日の例）

区分 月 額 利用者負担領 (1割の場合は削の場合）

要文援］ 円 円 l 円
----- - -----

要支援2 円 円／ 円

0各種加算の状況
個別機能訓練加算 （無・有）

医療機関連携加算 （無・有）

認知症専門ケア加算 （無・有）
(I) 

(II) 

(I)イ

サービス提供体制強化加算 （無・有）
(I)ロ

(II) 
(m) 

I 

介護職員処遇改善加算 （無・有）
II 

m 

w 

短期利用の設定（短期利

用特定施設入居者生括 無． 4―

介護の届出がある）※14

※13 月額は、個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、医療機関連携加算、認知症専門ケア加算、サー



ビス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算を含めて記入する。

※14 短期利用特定施設入居者生活介護の届出がある場合には添付書類の別添2を添付する。

0添付書類：別添 1 「サービス付き商齢者向け住宅が提供するサービス等の一覧表」

別捺2 「短期利用のサービス等の概要」（設定がある場合のみ）



別添 1 サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービス等の一覧表

特定施設入居者生活介護（介護予防を含む）の指定 （有，~)

区 分 自 立 要支援 1~2  要介護 1~5

介護予防特定施設入居者 特定施設入居者生活介護

提供サービスの別 利用料金に含まれる
その椰度徴収するサービス

生活介護により提供され
その都度徴収するサーピス により提供されるサービ

その椰度徴収するサービス
サーピス るサービス．又は、利用 ス、又は、利用料金に含

料金に含まれるサーピス まれるサービス

サーピスの視供内容等 提供方法（回散等） 提供方法 1回数等） 金額（単価） 撲供方法（回数等） 援供方法（回散等） 金額（単価） 提供方法：回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価）

1．介護サービス 税込 税込 税込

①巡--回 - -- ＇ 

ロi・“
ー・ ・-- ·：ー~・·-ヽ·- -~— 一→ ー・ー一

・昼間 時-～---時-
l 

・← -- -•-'-_,．＿ →一→—---
・夜間 時～時 有・無

←-L_ -- -------・・・・"＇ ！ ー・・
②食事介助 有・無

ヽ• ~• ·~ 

-• -- --- ~ --_ _ _ -----. " __, ___ ← •—. --------
③排泄

——•----—--- --- - i ← -
し重泄介助 L在U!

＇ ---------··．し— --ヽー一
I--•おむつ交換 有召

＇ ＇ ・ -----.  
• ・ ← • 1― •おむつ代 有ァ憾

- ---—------—• 
④入浴等

~ r 

‘̀ ------------- --- •-•—-••----+ +-．渭拭 有(•
＇ → ・ •-• 

ー 一ーロニ
→ヽ・ ~、

・一般浴介助 有・現． | 
l -』ー・，・・・・

← 、-・̀"― • ← ——+-,| .ヽー " -----
•特浴介助 ー有・ ・I魚

L~. 、
| 

"・←・----••一.. --
⑤身辺介助

-.. -、----
l -- ー・ 9 •• - l , - -- I —---~ -―-・体位交換 有（角 ！ ＇ 

•一
-.  •-— ― ー・ー・・— 1-----------

・居室からの厄動 有・無
―" ＇ | --~—-

・衣類の着脱 有・、
『 ・・ ------

・身だしなみ.介助 -.. 
--,.・---- --, -—- ← ーロ・ — --

有・ハ
-・-------・--- --~ - --

昼楓能訓練 有・‘’’ -・・・--- ---― -----ーコ・-

口⑧緊急時介助 口g —., - -~ — → ・ニー I----——-—--—--
対比

----- ` ~―~ --,--------. .. -• 

伍査
-・-

・ナースコール （有卜無 適宜 遍宜

2 生活サビス

①家専 --- -,.  
__,. ----

•清掃 サ・無 適宜 1320円／30分 - --- 適宜 132~円‘30分
~一

適宜 1320円／30分
・洗濯 ;.無

•-. 
適宜 1320円／30分 . 適宜 1320円，‘30分 適宜

5135200円円／／回30分
②居室配膳・下膳

.. -
-~適宜-------- 5--5-0-円11回 適宜

n．無 適宜 550円1回
③理芙容 有・O無

・-・ --、一一 ------ "" 
④代行

~ - ＇ '遍宜- -- - .~. 
・買物 音・無 適宜 550円1回 550円1'回 適宜 550円1回-•—· -- -- ．^ー』―
・役所手続 有 09 i 

3 健康管理サービス
・健康診断 有qg

＂ ~・ー·_j l | 
・健康相談 ・無 適宜

』ー--・-
適宜 適宜

―̀― 一▼ー . ・-・
←•生活指導 ・無 適宜

-・------,. 適宜 -. 適宜
・医師の往箆 ・無 適宜 診察費 適宜 診察費 適宜 診察費
4 入退院時、入院中のサービス

・医療費 有．I饂99

＇ 
l l | 」―`―-・- -

・移送サービス 有 ・('!!)11

＇ 
| | l 

5 その他サービス

送迎サーピス ＂芍・無 II 適宜 660円／15分i ＇適直： 660円(15分 II I適宜
主1)自立・要支援 1~2・要介護 l~5を区分した場合は8区分となるかa 提供サーピス内容が同じである場合等は、適宜、喧数の区分をまとわることとして差し支えない．
主2) 「褥供サーピスの別」の「利用料金」とは、前払金および月額利用料を指す。なお、特定施骰入居者生話介護 9，へ護予防を含む）の指定を受けていない場合ば要支援・要介慶の噸1土、 「和用料金に含まれるサービスとすそこと。
主3)各サーピスごとに掃供方法 9回数等）及び金額（費用負担等）を明示すること，
主4)上記のサービス項目以クに、サーピス捐供の状況等に応じ、適宜項目の瀬序の変更、項自の追加等を行って差L支えない，
1'5) その他サーピス」欄に、上詑以外のサーピスを必要に応じて記入すること。

660円／15分 l 


